
学校法人神野学園役員退任慰労金支給規程 
 
（趣旨）                                                                  

第１条 この規程は、学校法人神野学園の理事、監事（以下「役員」という。）の

退任慰労金の支給に関する事項を定めるものとする。 
（定義）                 

第２条 この規程において、役員は、以下各号のとおり区分する。 
一 理事長 
二 専任役員   （専ら役員としての職務に服する常勤役員） 
三 職員兼務役員 （学校法人神野学園職員就業規則第２条第１項に規定する職

員としての職務を本務とする役員） 
四 非常勤役員  （常時勤務に服さない役員） 
（退任慰労金） 

第３条 前条第１項第一号から三号に定める役員が退任したときは、次条以降に規

定する額を退任慰労金として支給する。 
（理事長及び専任役員の退任慰労金） 

第４条 理事長及び専任役員の退任慰労金は、以下のとおり計算した額とする。 
    退任時の役員報酬月額×（在任月数÷１２）×１．２ 
 （職員兼務役員の退任慰労金） 
第５条 職員兼務役員の退任慰労金は、以下のとおり計算した額とする。 
     ２００，０００円×（６０歳を超える在任月数÷１２） 
 （区分変更があった場合の退任慰労金） 
第６条 役員在任期間中に第２条に定める区分に変更があった役員の退任慰労金

の額は、それぞれの区分に応じて計算した額を合算した額とする。 
（在任月数） 

第７条 退任慰労金額の計算において、在任月数は、就任した日の属する月から、

退任した日の属する月までの月数とする。 
２ 第５条の計算において、６０歳を超える在任月数は、６０歳に達した日の属す

る年度の翌年度の４月１日から退任の日の属する月までの月数とする。 
３ 第６条の計算において、変更後の区分の役員に就任した日の属する月は、変更

後の区分の在任月数に算入し、変更前の区分の在任月数はその前月までの月数と

する。 
 （特別功労金） 
第８条 在任期間中、特に功労のあった役員には、退任慰労金の他に特別功労金を



支給することができる。 
２ 特別功労金の支給及び額については、その役員の功労に応じて理事会が定める。 

（退任慰労金の支給制限又は減額） 
第９条 退任慰労金は、次の各号の一に該当する場合には支給しない。 
 一 禁固以上の刑に処せられたことによる退任 
 二 在任１年未満の退任 
２ 役員が、学校法人神野学園寄附行為の規定により解任された場合には、理事会

の議を経て、退任慰労金の全部又は一部を支給しないことができる。 
 （死亡） 
第１０条 役員が死亡した場合には、その遺族に退任慰労金を支給する。この場合、

退任慰労金を受ける順位は、民法の規定による。 
 （退任慰労金の支給日） 
第１１条 退任慰労金は、退任又は死亡の日から８０日以内に支払うものとする。 
 （規程の改廃） 
第１２条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 
 
   附 則 
１ この規程は、平成２年５月２８日から施行する。 
２ この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
３ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 


